
第一部「人口減少社会への対応」

はじめに

全国的な人口減少は、少子化等を背景に、平成18年以降、進展していく

ものと推計されています。

本県の平成16年１月１日現在の推計人口は、1,459,478人となっています。

しかし、本県の人口は、既に、昭和60年をピークに減少に転じており、平

成12年までの15年間に48,720人減少しています。特に、昨年１月からの１

年間に7,569人減少するなど急激に減少しています。

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、平成12年を基準とした

本県の人口減少率は2030年（平成42年）には14.3％で、全国7.4％の２倍の

減少率となるものと予想されていますが、平成15年４月１日現在の本県推

計人口が、既に、国立社会保障・人口問題研究所推計の平成17年人口

（1,465千人）を下回っており、急激な人口減少による種々の影響が懸念され

ます。

人口減少は、一般に、社会経済に大きな影響を与えると指摘されています。

それは、労働力人口の減少により経済成長がマイナスに転じる、社会保障の

現役世代への過度の負担や、社会保障制度が破綻するのではないか等という

ものです。

しかし、本県の人口は、既に、減少に転じ10年以上が経過しています。

また、2030年までの減少率も、全国の２倍になると推計されており、人口

減少を食い止めることはもちろん、人口減少社会への対応について対策を講

ずる必要があります。

このため、「人口減少社会への対応」をテーマとして取り上げ、近年の急

激な人口減少について、その要因等の総合的な分析を踏まえ、人口減少に対

応するための課題や対応を探ってみたいと思います。
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第１章　本県人口の現状と将来

第１節　本県人口の推移

１　減少に転じた本県人口、将来はさらに減少か

大正９年から５年ごとに実施されてきた国勢調査によると、本県の総人口

は、大正９年に756,454人であったものが、80年間に２倍に増加しています。

しかしながら、近年の本県人口は、昭和60年の152万4,448人をピークに減

少に転じ、平成12年には147万5,728人となりました。

その後も、本県の総人口は、減少を続けており、平成15年10月１日現在

の推計人口は146万50人で、ピーク時の昭和60年から６万4,398人（4.2％）

減少しています。このうち男性は69万3,437人で3万8,002人（5.2％）の減少、

女性は76万6,613人で２万6,396人（3.3％）の減少となっています。

また、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口（平成14年３月推

計）によると、本県の総人口は、今後も減少を続け、平成42年（2030年）

には126万５千人（平成12年総人口の85.7％）になると予想されています。

一方、我が国の総人口は、大正９年に5,596万3,053人であったものが、80

年間に2.３倍に増加し、近年、増加の割合が緩やかになっているものの、平

成15年においても増加を続け、平成15年10月１日現在の推計人口は１億

2,769万人となっています。

また、全国の将来推計人口（中位推計）については、平成18年まではわ

ずかながら増加が続くものの、その後は減少に転じ、平成42年には平成12

年総人口の92.6％、１億1,758万人まで減少するものと予測されています。

本県の総人口は、既に減少に転じていますが、本県の平成12年から平成

42年までの30年間の総人口の減少率は、全国の２倍であり、本県の総人口

の減少は早いペースで進むと推計されています。
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本県の総人口の推移及び将来推計（各年10月１日現在）

資料）総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「都道府県の将来推計人口」

全国の総人口の推移及び将来推計（各年10月１日現在）

資料）総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」



２　急激に増加する老年人口、減少する年少人口

平成12年国勢調査をもとに、本県人口を年齢３区分別にみると、年少人

口（15歳未満）は22万3,141人（県総人口の15.1％）、生産年齢人口（15歳以

上65歳未満）は96万4,661人（同65.4％）、老年人口（65歳以上）は28万

7,099人（同19.5％）となっています。

年齢区分別の人口割合は、近年、老年人口が急激に増加する一方で、年少

人口が減少しており、平成12年には老年人口が年少人口を上回りました。

また、生産年齢人口も、平成２年以降、減少傾向にあります。

また、将来推計人口によると、今後も年少人口、生産年齢人口は減少を続

ける一方で、老年人口は増加を続け、平成42年には、年少人口14万１千人

（県総人口の11.1％）、生産年齢人口70万５千人（同55.7％）、老年人口42万

人（同33.2％）となると推計されています。

次に、本県と全国の年齢区分別の人口割合を比較してみると、同様の傾向

にあるものの、平成12年において、老年人口割合は2.2ポイント、年少人口

割合は0.5ポイント、それぞれ本県が全国を上回っています。一方、生産年

齢人口は2.5ポイント本県が全国を下回っており、本県の高齢化は、全国を

上回って進んでいます。

また、将来推計人口によると、平成42年には、老年人口は3.6ポイント本

県が全国を上回る一方、年少人口、生産年齢人口は、それぞれ0.2ポイント、

3.5ポイント本県が全国を下回ると推計されており、本県の高齢化は一層、

全国を上回って推移すると推計されています。
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本県の年齢３区分別人口の推移及び将来推計（各年10月１日現在）

全国の年齢３区分別人口の推移及び将来推計（各年10月１日）

資料）総務省「国勢調査」、
国立社会保障・人口問題研究所「都道府県の将来推計人口」

資料）総務省「国勢調査」、
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
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資料）総務省「国勢調査」
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３　次第に拡大する人口減少数

最近の本県の人口動態をみると、昭和59年には、社会減少数が自然増加

を上回ったためにマイナスに転じ、平成６年から２年間はプラスとなったも

のの、平成８年には再びマイナスとなり、また、平成11年には自然増加数

もマイナスに転じたことから、以降、減少数が次第に拡大してきています。

減少に転じた自然動態

出生数と死亡数をみると、出生数は減少傾向で、死亡数は微増傾向で推

移しています。平成11年には死亡数が出生数を上回って自然動態がマイ

ナスに転じ、以後マイナスが続いています。

一方、全国の出生数、死亡数の推移をみると、本県と同様に、出生数は

減少傾向、死亡数は増加傾向にあるものの、平成14年においても、自然

動態はプラスで推移しています。

（1）
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本県の自然動態の推移

資料）厚生労働省「人口動態統計」
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転出超過が続く社会動態

最近の本県人口の県外との移動状況をみると、転出超過の状態が続いて

います。転出超過の状態の推移についてみると、昭和55年に5,152人の転

出超過であったものが、次第に増加し、昭和63年には12,838人の転出超過

となりました。その後、転出超過は徐々に減少し、平成７年には695人と

なったものの、その後、再び増加に転じ、平成14年には4,417人の転出超

過となっています。

（2）
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国勢調査実施年・月以外の人口の推計について

我が国や県の人口の実態は、５年ごとに実施される国勢調査によっ

て明らかにされていますが、国勢調査の実施間の時点においての毎月、

毎年の人口の状況を把握するために「人口推計」を行っています。

本県の推計人口は、直近の国勢調査人口を基礎とし、これに市町村

から毎月報告のあった出生数、死亡数、転入者数及び転出者数（外国

人を含む）を国勢調査人口に加減することにより算出しています。

推計人口　＝　前期の人口

＋自然動態（出生数－死亡数）

＋社会動態（転入者数－転出者数）

この推計人口により近年の本県人口の年間変動をみると、3月に大

幅な転出超過により、県人口が大きく減少する傾向が続いていること

がわかります。

また、全国の推計人口も、同様に、国勢調査による人口を基礎に、

その後の人口動向を他の人口関連資料から得て、毎月１日現在の人口

を算出しています。

推計人口　＝　基準人口

＋自然動態（出生児数－死亡者数）

＋社会動態（入国者数－出国者数）

＋国籍の異動による純増（日本人について）

＋都道府県間転入者数－都道府県間転出者数



第２節　本県市町村における人口の推移

本県人口が減少に転じた昭和60年以降の本県各市町村の人口の推移をみ

ると、昭和60年から平成12年までの15年間に人口が約1.5倍に増加した町が

あるものの、人口が増加した市町村は都市部及びその周辺の12市町村のみ

で、55市町村では人口が減少しています。このうち、12町村で20％以上人

口が減少しており、県内においても、都市部に人口が集中する傾向が強まる

等、地域格差が広がっています。

市部、郡部別に人口増加率をみると、県人口が減少する中で、市部では

15年間に0.7％の増加となっているものの、郡部では9.7％の減少と、市部へ

の人口の集中が進展し県人口の市部居住者の割合は平成12年で65.1％となり

ました。

また、地域別にみると、いずれの地域でも人口が減少しているものの、西

北五地域及び下北地域では、それぞれ10.0％、9.3％と大きな減少が見られ

る一方で、青森地域、八戸地域、上十三地域では、それぞれ1.6％、1.1％、

0.7％の減少に留まっており、地域格差がみられます。

なお、人口減少が激しい市町村は、高齢化率が高くなっており、今後、一

層、人口減少が進展するものと思われます。
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相 　 馬 　 村

西 目 屋 村

藤 　 崎 　 町

大 　 鰐 　 町

尾 　 上 　 町

浪 　 岡 　 町

平 　 賀 　 町

常 　 盤 　 村

田 舎 館 村

碇 ヶ 関 村

板 　 柳 　 町

金 　 木 　 町

中 　 里 　 町

鶴 　 田 　 町

市 　 浦 　 村

小 　 泊 　 村

野 辺 地 町

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年
昭和60年～平成12年
の人口増加率

高齢化率
（平成12年）



12,317 11,544 11,027 10,634 23.6 

9,742 9,568 9,931 10,109 18.1 

7,811 7,186 6,728 6,267 25.8 

10,931 10,615 10,523 10,481 22.2 

6,626 6,126 5,806 5,508 23.3 

10,536 10,307 10,078 9,929 21.5 

11,797 11,246 11,192 10,662 23.3 

10,025 9,693 9,182 8,723 23.6 

8,890 9,552 11,100 13,111 14.9 

11,003 10,071 11,063 11,849 16.7 

7,371 6,881 6,193 5,747 27.4 

11,708 10,084 9,874 9,159 25.1 

7,487 7,125 6,606 6,566 20.1 

9,675 8,794 8,045 7,975 22.4 

3,712 3,295 3,012 2,793 25.6 

3,634 3,348 3,173 3,010 28.2 

3,486 3,202 3,019 2,775 26.7 

15,200 14,440 13,740 13,223 25.8 

20,031 19,005 18,214 17,850 23.4 

8,508 8,106 7,681 7,288 27.0 

10,802 10,385 9,871 9,250 26.6 

6,932 6,727 6,344 6,104 26.8 

11,547 12,959 14,428 15,618 15.0 

6,319 6,271 6,826 7,242 19.8 

7,261 6,926 6,704 6,688 26.0 

3,607 3,520 3,452 3,468 27.0 

4,134 3,724 3,498 3,343 32.2 

953,613 941,471 955,252 960,316 17.3 

570,835 541,402 526,411 515,412 23.5 

334,520 323,604 327,944 329,161 17.9

339,553 332,837 333,046 330,226 20.8

197,490 187,202 181,834 177,838 23.5

335,771 333,120 333,412 331,994 17.8

220,749 214,911 216,622 219,143 19.1

96,365 91,199 88,805 87,366 19.9
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七 　 戸 　 町

百 　 石 　 町

十 和 田 湖 町

六 　 戸 　 町

横 　 浜 　 町

上 　 北 　 町

東 　 北 　 町

天 間 林 村

下 　 田 　 町

六 ヶ 所 村

川 　 内 　 町

大 　 畑 　 町

大 　 間 　 町

東 　 通 　 村

風 間 浦 村

佐 　 井 　 村

脇 野 沢 村

三 　 戸 　 町

五 　 戸 　 町

田 　 子 　 町

名 　 川 　 町

南 　 部 　 町

階 　 上 　 町

福 　 地 　 村

南 　 郷 　 村

倉 　 石 　 村

新 　 郷 　 村

市 部 計

郡 部 計

青 森 地 域

津 軽 地 域

西 北 五 地 域

八 戸 地 域

上 十 三 地 域

下 北 地 域

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年
昭和60年～平成12年
の人口増加率

高齢化率
（平成12年）

青 森 地 域：青森市及び東津軽郡
津 軽 地 域：弘前市・黒石市・中津軽郡及び南津軽郡
西北五地域：五所川原市・西津軽郡及び北津軽郡
八 戸 地 域：八戸市及び三戸郡
上十三地域：十和田市・三沢市及び上北郡
下　北　郡：むつ市及び下北郡

資料）国勢調査



第３節　本県の一般世帯数の推移

本県の人口は、昭和60年をピークに減少に転じましたが、一般世帯数は

増加を続けています。

昭和60年から平成12年までに県人口は3.2％減少していますが、一般世帯

数は14.1％増加し、平成12年の本県一般世帯数は504,373世帯となりました。

これを家族類型別にみると、親族世帯のうち「核家族世帯」は10.3％増加し

ていますが、３世代世帯に代表される「その他の親族世帯」は8.9％減少し

ています。また、世帯人員１人の「単独世帯」は61.7％増加しています。な

お、核家族のうち「夫婦と子供から成る世帯」については、11.8％の減少で、

「夫婦のみの世帯」は58.9％増加しており、家族類型別世帯の状況からも年

少人口の減少がうかがえます。高齢化の進展に伴う世帯の変化については、

昭和60年から平成12年までの15年間に、「高齢夫婦世帯（夫65歳以上、妻

60歳以上）」は197.2％増加し、一般世帯の7.5％を占めるまでになっていま

す。「高齢者単身世帯（65歳以上）」もまた、188.4％増加し、一般世帯の

6.6％を占めています。

全国の世帯数については、昭和60年から平成12年までに人口の増加率

4.9％を上回る、23.2％の増加となっています。家族類型別にみると本県と

ほぼ同様の状況となっていますが、核家族のうち「夫婦と子供から成る世帯」

については、1.8％の減少で、「高齢夫婦世帯」、「高齢者単身世帯」はそれぞ

れ158.7％、156.8％の増加となっており、世帯の状況からも、本県の年少人

口の減少、老年人口の増加が全国を上回って進展していることがうかがわれ

ます。
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世帯の種類・家族類型について

国勢調査による世帯については、昭和60年以降は、「一般世帯」と

「施設等の世帯」に区分しています。

また、昭和55年の国勢調査では、世帯を「普通世帯」と「準世帯」

に区分し、次のとおり定義しています。

一般世帯と施設等の世帯、普通世帯と準世帯の世帯の区分の対応

世帯の家族類型は、一般世帯を、その世帯員の世帯主との続き柄に

より、次のとおり区分した分類です。

Ａ「親 族 世 帯」―二人以上の世帯員から成る世帯のうち、世帯主

と親族関係にある世帯員のいる世帯

Ｂ「非親族世帯」―二人以上の世帯員から成る世帯のうち、世帯主

と親族関係にある者がいない世帯

Ｃ「単 独 世 帯」―世帯人員が一人の世帯

普
通
世
帯

準
　
　
世
　
　
帯
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●住居と生計を共にしている人

の集まり

●一戸を構えて住んでいる単身

者

●間借り・下宿などの単身者

●会社などの独身寮の単身者

●寮・寄宿舎の学生・生徒

●病院・療養所の入院者

●社会施設の入所者

●自衛隊営舎内居住者

●矯正施設の入所者

●その他

一　般　世　帯 施設等の世帯
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昭和60 平成元 6361 62 3 4 52 6 7 8 9 10 11 12 13 14 （年） 

青森県 
全国 

普通出生率の推移（人口千対）

資料）厚生労働省「人口動態統計」

第２章　本県人口減少の背景

第１節　自然動態

１　減少する出生数

近年、本県及び我が国の普通出生率、出生数は減少傾向が続いています。

本県の普通出生率は、急速に低下しており、平成２年以降はその低下傾向

は緩やかになっているもの、依然、低下が続いています。

また、全国の普通出生率も同様に、急速に低下したものの、平成元年以降

は、比較的安定した状態が続いています。

本県の普通出生率は、昭和60年に12.6であったものが、平成14年には8.5

まで低下しており、17年間で67.5％に低下しています。全国の普通出生率は、

昭和60年に11.9であったものが平成14年には9.2と、77.3％に減少しており、

本県の普通出生率の減少は、全国に比較して大きくなっています。また、平

成６年までは、全国に比べて本県の普通出生率が高かったものの、平成７年

以降、これが逆転し、平成14年においては、全国の普通出生率が、本県よ

りも0.7ポイント上回る状態となっています。
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出生数についても、普通出生率同様に減少傾向にありますが、本県の出生

数は、昭和60年に19,095人であったものが平成14年には12,434人と65.1％に

減少しており、全国では1,431,577人が1,153,855人と80.6％に減少しており、

本県の出生数の減少は全国に比較して大きなものとなっています。

普通出生率及び出生数の減少については、20～39歳の子どもを生むのに

適しているといわれている出産適齢年齢女性数が減少していることや、一人

の女性が生涯に平均何人の子どもを生むかを示す合計特殊出生率が低下して

いること等から急激に減少しています。
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本県の出生数の推移

資料）厚生労働省「人口動態統計」

全国の出生数の推移

資料）厚生労働省「人口動態統計」



出生率、合計特殊出生率について

「普通出生率」とは、年央人口千人当りの１年間の出生数で、単に

「出生率」や「粗出生率」ともいいます。我が国の統計では、年央人

口は10月１日現在推計人口が用いられています。

「合計特殊出生率」とは、年齢（または年齢５歳階級）別の女子人

口で，その年齢（または年齢５歳階級）の女子による出生数を割った

値を、全年齢について合計したもの（年齢５歳階級の場合は合計して

５倍したもの）です。分母が女子人口なので「普通出生率」と区別す

るために「合計特殊出生率」という用語が使われています。人口動態

統計には、『合計特殊出生率とは、15歳から49歳までの女子の年齢別

出生率を合計したもので、１人の女子が仮にその年次の年齢別出生率

で一生の間に生むとした時の子ども数に相当する。』という注釈が書

かれています。実際には15歳未満や50歳以上での出生もありますが、

それは無視できるほど少ないので、この統計には入っていません。

我が国の合計特殊出生率は、戦後、急激に低下しましたが、昭和30

～40年代は、丙午であった昭和41年（合計特殊出生率1.58）を除き、

2.00前後で推移してきました。しかし、第２次ベビーブーム期の昭和

48年以降、再び、減少を続け、平成２年６月に、平成元年の合計特殊

出生率が丙午の昭和41年を下回る1.57まで落ち込んだことが発表さ

れると、政財界を中心に高齢者扶養の負担増大や社会の活力低下の懸

念から、「1.57ショック」が起きましたが、その後も低下が続いてい

ます。

合計特殊出生率が2.08を下回りますと、現在の人口を将来維持する

ことができず、人口が減少するレベル（そのため2.08前後を人口置換

水準といいます）となりますが、国立社会保障・人口問題研究所の

「日本の将来人口推計」（平成14年１月推計）の高位推計（人口が最も

多い場合を想定した推計）でも合計特殊出生率は平成12年の1.36か

ら上昇に転じるとしているものの、平成61年においても1.63の水準

への上昇で留まっており、将来の日本の人口減少は避けられないと考

えられています。
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減少を続ける出産適齢年齢女性

本県の、20～39歳の出産適齢年齢女性数は、昭和60年以降急激に減少

しており、平成12年には、昭和60年の78.9％まで減少しました。

一方、全国の出産適齢年齢女性数は、平成２年まで減少が続いたものの、

その後、増加に転じており、平成12年の出産適齢年齢女性数は、昭和60

年の97.5％となっています。

このように、本県の出産適齢女性数は、全国に比較し、急激に減少して

いますが、この原因については、第２節で述べる若年層の県外への転出が

大きく影響しているものと思われます。
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資料）総務省「国勢調査」
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晩婚化等により低下する合計特殊出生率

合計特殊出生率は、その年における女性の年齢別出生率を合計した値で、

年齢構造の影響を除いた出生率の水準を示す指標です。この年齢別出生率

が長期的に続くとすれば、合計特殊出生率は、一人の女性が生涯に平均何

人の子どもを生む結果になるかを示すものです。

普通出生率や出生数は、子どもを生む年齢の女性人口が減少することだ

けでも低下しますが、この年齢構造の影響を除いた合計特殊出生率につい

ても、近年急激に減少しています。

本県の合計特殊出生率は、昭和60年に1.80であったものが平成元年には

1.55まで低下し、その後一旦上昇したものの、再び低下傾向に転じ、平成

14年には1.44まで低下しました。一方、全国についてみると、昭和60年

に1.76であったものが、低下を続け、平成14年には1.32となりました。

このことは、最近の普通出生率、出生数の低下の原因は、年齢構造の変

化のみならず、それ以外にも原因があることを示しています。

（2）
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次に、母の年齢階層別に、女性千人当りの出生率をみると、本県、全国

ともに、20歳代の出生率が急激に低下しています。逆に、30歳代の出生

率が上昇していますが、20歳代の減少が大きく、全体としては普通出生

率が減少する結果となっています。



この原因としては、結婚年齢の上昇、即ち晩婚化が影響していることが

考えられます。初婚の婚姻年齢の推移をみると、本県、全国とも、また、

夫、妻ともに婚姻年齢は上昇傾向にあります。特に、妻については、昭和

60年からの17年間に、本県では1.8歳、全国は1.9歳上昇しています。

また、未婚率についてみると、本県の15歳以上の者の未婚率は昭和50

年に23.3％であったものが、平成12年には24.3％に増加しており、これを

男女別にみると、男性は26.7％から28.9％に増加し、女性は20.2％が

20.3％とほぼ横ばいであるものの、年齢階層別にみると、20、30歳代の未

婚率が著しく上昇しています。
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なお、社会保障・人口問題研究所が実施した「第12回（平成14年）出

生動向基本調査」の独身者調査結果によると、結婚する意思をもつ未婚者

は９割弱で推移し、従来の減少傾向に歯止めがかかっており、生涯を独身

で過ごすことを志向する未婚者は、男女とも５％台にとどまっています。
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夫婦の子どもの生み方については、出生動向基本調査の夫婦調査結果に

よると、ほぼ子どもを生み終えた結婚持続期間15～19年の夫婦の平均出

生子ども数（完結出生児数）は、戦後大きく低下した後、第６回調査

（1972年）において2.2人となり、以後30年間ほぼこの水準で安定し、第

12回（平成14年）の調査においても完結出生児数は2.2人と、同様の水準

を維持しています。しかし、出生途上の子ども数をみると、結婚持続期間

５～14年の夫婦で平均出生子ども数の低下が続いています。

このように、出生率の低下の要因は、未婚化、晩婚化、晩産化及び夫婦

出生力の低下が主な要因ですが、この背景には、女性の高学歴化と社会進

出が進む一方で出産や育児と女性の就業の両立が依然として難しいという

問題や子育てにかかる直接的なコストの上昇の外、子どもを生まなかった

場合にその費用でできること、即ち機会費用の高まりがあります。機会費

用については、内閣府の試算（平成15年版経済財政白書）によると、出

産に伴い退職し、子どもの小学校入学後に再就職したケースでは、就職を

継続した場合に比べ8,500万円の所得遺失するという結果になっています。
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２　高齢化に伴う死亡数の増加

本県の死亡数は、近年、急激に増加しており、昭和50年の9,546人から平

成14年には13,446人と1.4倍に増加しています。

死亡数を年齢区分別にみると、15歳未満の年少階層では昭和50年の488人

から平成14年には77人と著しく減少しており、15歳以上65歳未満の生産年

齢階層も、3,111人から2,738人と減少しているものの、65歳以上の老年階層

では5,947人から10,631人と大きく増加し、平成14年には、死亡数のうち老

年階層が79.1％を占めています。

全国の死亡者数も、同様に、近年、急激に増加しており、昭和50年の

702,275人から平成14年には982,379人と1.4倍に増加しています。また、年

齢区分別の死亡数増減については、本県同様、65歳未満では減少し、65歳

以上で増加しています。



次に、年齢区分別の死亡率をみると、本県、全国ともに、いずれの階層に

おいても、死亡率は低下傾向にあります。また、年齢５歳階級別にみても、

すべての階級で、死亡率は低下傾向にあります。

このように、年齢区分、年齢５歳階級別の死亡率が低下しているものの、

全体の死亡数、死亡率が増加しているのは、第１章で述べたように、年齢構

造の変化が原因です。死亡率の高い高齢者の割合が増加することに伴い、死

亡数は増加を続けています。
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第２節　社会動態

１　15～24歳での県外転出が顕著

生まれた年代別に、本県の各年齢階層時の人口の変化をみると、15～24

歳時に、大きくその人口が減少しています。この傾向は、近年、その程度が

やや緩和してきたものの、依然として、20～24歳時には０～４歳時の人口

の７割前後まで減少しています。この年代は、中学校・高等学校及び大学卒

業年齢にあたり、新卒者の相当数が、就職・進学のため、県外に転出してい

ることがうかがわれます。
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コーホート、コーホート分析について

「コーホート」とは、同僚，仲間，隊，団などを意味し、同時期に

同様な体験を共有する人々の集団のことです。最もよく用いられる例

としては出生コーホート（同時出生集団ともいう）があります。例え

ば1990年に生まれた集団は、1990年出生コーホート、昭和元年から

５年までの５年間に生まれた人は「昭和元～５年生まれの出生コーホ

ート」です。また、例えば1990年から1994年に結婚した集団は、

1990～1994年結婚コーホートを形成します。

「コーホート分析」とは、個人や集団が、時間の経過とともに、ど

のように変化をしていったかを明らかにする分析の手法のことです。

調査年ごとの集計では、調査時点での生まれた年の異なる集団の年齢

別分析しかできませんが、出生コーホートとしてみることにより、同

一の世代の集団での追跡が可能となります。
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最近の高等学校卒業者の、進路をみると、大学・専修学校等進学者の割合

が増加する一方で、就職者数の割合が減少しています。

進学・就職者については、県内、県外別に進学・就職の状況をみると、近

年は、高等学校卒業者の40％余り、７～８千人が県外に転出する状況が続

いています。このうち、大学進学者は、その60％余りが県外の大学に進学

し、短期大学進学者は、県外短期大学へ進学する割合が40％台で推移して

いましたが、平成14年以降、30％半ばまで低下しています。専修学校等進

学者については、50％台で推移しています。また、就職者については、平

成４年までは、ほぼ半数が県外に就職していたものの、平成５～８年にその

割合は低下し、近年は30％台で推移しています。
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また、大学等入学者については、本県高等学校出身者が他県の大学等に進

学するために転出する一方で、他県高等学校出身者が本県の大学等に入学の

ため転入していますが、この状況についてみると、大学、短期大学の双方に

ついて、転出超過の状況が続いています。その程度については、大学等進学

率の高まりを背景に、転出超過数が増加傾向にあり、平成14年大学等入学

者については、1,810人の転入数に対し、3,965人の転出数で、2,155人の転出

超過となっています。

なお、専修学校等進学者のうち予備校に入学した者について、大学入学者

とその前年の予備校入学者の関係をみると、本県高校出身の県内大学入学者

数からその年の県内大学進学者数（現役入学者）を差し引いた数（浪人入学

者数）は、前年の県内予備校進学者数の３～７割であり、逆に県外大学入学

者数からその年の現役入学者を差し引いた浪人入学者数は、県外予備校進学

者数の1.1～1.9倍となっており、県内予備校進学者についても、大学入学時

点で、相当数が県外に転出していることがうかがわれます。
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大学卒業者の進路については、卒業者数に占める就職者の割合は、近年、

低下しており、平成６年まで８割程度で推移していたものが、平成14年に

は57.0％まで低下しました。逆に、就職も進学もしない者の割合は増加して

おり、平成14年には26.7％となっています。

本県大学卒業者の進路状況の推移

資料）文部科学省「学校基本調査」

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

その他（死亡・不詳） 

左記以外のもの 一時的な仕事に就いた者 臨床研修医 

就職進学者 就職者 進学者 

141312111098765432平成元 636261昭和60

（人） 

（年） 

37

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

14 
（年） 

1312111098765432平成 
元 

63昭和 
62

前年の県外予備校の本県高校出身入学者数 

県外大学の本県高校出身浪人入学者数 

（人） 

14 
（年） 

1312111098765432平成 
元 

63昭和 
62

0

100

200

300

400

500

600

700

800

前年の県内予備校の本県高校出身入学者数 

県内大学の本県高校出身浪人入学者数 

（人） 

県外予備校進学者の他県大学への入学状況本県予備校進学者の本県大学への入学状況

資料）文部科学省「学校基本調査」、県教育庁教育政策課「高等学校等卒業者の進路状況」



大学卒業就職者の県内・県外別就職状況をみると、平成６年以降は調査が

行われていないことから状況は不明であるものの、他県高等学校出身者につ

いては、その大半が他県に就職しており、本県高等学校出身者についても、

その３～４割が他県に就職していることから、大学卒業時にも、大幅な県外

転出となっています。

２　東京圏への転出超過

移動状況を地域別にみると、転出超過のうち関東及び宮城県への転出超過

が６～９割を占めており、特に、転出超過数が大きい年では、その割合が大

きくなっています。平成14年では82.7％と、大都市への転出超過が顕著です。

また、高等学校卒業者のうち県外就職した者の就職先を地域別にみると、

平成６年までのデータですが、関東に就職したものが８～９割を占めており、

特に、東京圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）への就職者が、その大

半を占めています。
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転出超過数の変動の状況を地域別にみると、東京圏（埼玉県、千葉県、東

京都、神奈川県）への転出超過数の変動が著しく、それ以外の道府県への転

出超過数は、近年、ほぼ横ばいとなっており、転出超過数全体の変動の要因

は、東京近郊への転出超過数の変動によるものといえます。

３　就業機会を求めての人口移動

本県雇用情勢については、全国と比較して低位にありますが、全国の状況

と同様に平成３年から悪化が続いています。また、本県からの転出超過数が

非常に多い東京都における有効求人倍率は平成３～６年に急激に低下してい

ますが、この時期は、東京圏への転出超過数が減少している時期に一致しま

す。

なお、本県と東京都との雇用機会の差について着目して、東京圏への転出

超過についてみると、東京都と本県の有効求人倍率の比の変化に伴って、転

出超過の変化が起こっており、就業機会を求めて人口が移動していることが

うかがわれます。
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次に、Ｕターンの状況について、平成２年度から実施されている「人材地

方還流促進事業」の取扱状況によりみると、平成14年度末までの13年間に

7,991人の者が、Ｕターンを希望して求職登録を行っており、1,060人が本事

業によりＵターン就職しています。

年度ごとの求職登録者数をみると、平成６年度までは増加傾向にあったも

のの、平成６年度以降は減少が続いており、平成14年度は213人とピークで

ある平成５年度の1／6にまで減少しています。この減少が始まった時期は、

東京都と比較した本県の雇用情勢が悪化し始めた時期に一致しています。

また、本事業による紹介就職決定者については、平成３年をピークに、減

少傾向にあり、平成14年度は13人とピーク時の1／19にまで減少しました

が、就職決定者数については、本県有効求人倍率の高低に左右されています。

このようについて、本事業によるＵターンの状況についても、雇用状況に

左右されていることがわかります。

なお、本事業については、13年間で7,991人の求職登録があったものの、

求職無効・取消者数も5,798人で、このうち紹介以外に自ら就職先を見つけ

Ｕターンした者が377人、就職未決定のままＵターンした者857人がおり、

これは、本事業による紹介就職者数を上回っています。

本事業に係る、平成14年度末現在の有効求職者数は1,133人ですが、これ

に対して県内企業等の求人数は1,138人で、平成８年以降、求人数が求職者

数を上回る状態が続いているにもかかわらず、紹介就職が進んでいない背景

には、職種や就業条件等のミスマッチ等があるものと思われます。
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新規学卒者（高等学校）の12月１日現在の産業別就職志望状況をみてみ

ると、「建設業」、「製造業」、「卸売・小売業、飲食店」、「サービス業」への

就職を志望する者が、全体の８割を占めています。また、新規学卒者に対す

る求人状況については、年々、新規学卒者に対する求人倍率が低下するなか

にあっても、この４産業が、全体の９割以上を占めている状況で、求人数の

低下により就職できない者が増加する一方で、ミスマッチによる就職難も発

生していることがうかがわれます。
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４　産業構造の変化は人口移動に影響

第１次産業で著しく高い本県の産業構造

「地域特化係数」とは、地域特性を数量的に示すのに最も簡便で有効な

指標として使われるもので、属性別構成比や比率に基づき計算されます。

地域特化係数は、各地域についての構成比を全域についての構成比と比較

して、その大小のみならず、数量的に明示しようとするもので、特化係数

が１を上回るものを見つけ出すことによって、本県の地域特性を知ること

ができます。

本県の平成12年国勢調査による産業大分類別就業者数の構成について、

全国と比較した地域特化係数による産業からみた本県の地域特性は、「農

業」2.75、「林業」2.94、「漁業」3.61、「鉱業」1.65、「公務（他に分類され

ないもの）」1.57、「建設業」1.34となっており、逆に、地域特化係数が低

い産業については、「不動産業」0.40、「製造業」0.62、「金融・保険業」

0.83、「運輸・通信業」0.87となっています。

すなわち、本県の就業者数からみた産業構造は、全国に比較して、第１

次産業で著しく高く、また、「鉱業」、「公務（他に分類されないもの）」、

「建設業」でも高いものの、「不動産業」、「製造業」、「金融・保険業」、「運

輸・通信業」で低くなっていることがわかります。

なお、年次ごとの地域特化係数の変動の大きな産業についてみると、

「農業」は、もともと地域特化係数が大きかったものが更に上昇しており、

「鉱業」は、昭和50年からの25年間で特化係数は２倍になり、0.85から

1.65と１を超えました。製造業についても、25年間に1.7倍になったもの

の、平成12年においても0.62と１未満となっています。

また、地域の産業等の偏在度を全域と比較して総括的に表すための指標

の一つとして「専門化係数」がありますが、本県の産業大分類別就業者数

の専門化指数は、昭和50年の43.7から平成12年には29.0まで低下しており、

本県の就業者数からみた産業構造は、近年、全国の構成比に近づきつつあ

るといえます。

（注）地域特化指数＝当該地域の属性別構成比／全域の属性別構成比

（1）
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（注）専門化係数＝Σ｜全域の属性別構成比－当該地域の属性別構成比｜
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減少する第１次産業、増加する第３次産業

本県の産業構造を産業別就業者割合でみると、平成12年における「農

林漁業」（第１次産業）就業者は14.3％、「鉱業」、「建設業」、「製造業」の

第２次産業就業者は25.4％、「運輸・通信業」、「卸売・小売業、飲食店」、

「サービス業」等の第３次産業就業者は59.9％となっています。第１次産

業については、「農業」就業者が12.5％とその大部分を占めており、第２

次産業では「建設業」13.4％、「製造業」11.9％、第３次産業では「卸

売・小売業、飲食店」20.5％、「サービス業」25.4％が、その大部分を占

めています。

産業別就業者割合の変化をみると、第１次産業就業者は減少を続けてお

り、就業者に占める割合は、昭和50年に33.5％であったものが平成12年

には14.3％と半減しました。また、第２次産業従事者は、増加傾向にあり、

特に「建設業」、「製造業」では昭和50年からの25年間に就業者に占める

割合が、それぞれ10.0％、8.8％から13.4％、11.9％と1.3～４倍に増加し

ました。第３次産業従事者も増加傾向にあり、特に、「サービス業」は

15.5％であったものが25.4％と大きくその割合が増加しています。

（2）
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同様に、県内総生産の経済活動別の割合をもとに、本県の産業構造をみ

ると、平成13年における第１次産業生産額の総生産に占める割合は4.5％、

第２次産業は18.4％、第３次産業は77.3％となっています。第１次産業に

ついては、「農業」3.3％、第２次産業では「建設業」7.9％、「製造業」

10.0％、第３次産業では「卸売・小売業」15.4％、「不動産業」11.9％、

「サービス業」18.5％、「政府サービス生産者」15.2％が、大きな割合を占

めています。（93SNA）

県内総生産の経済活動別の割合の変化をみると、68SNAによる昭和50

年から平成11年の24年間の変化については、第１次産業は15.1％から

4.7％に減少しており、第２次産業についても38.1％から33.1％に減少して

います。これに対し、第３次産業では46.7％から62.2％に増加しています

が、なかでも、「サービス業」が8.7％から16.1％と大きく増加しています。

また、93SNAによる平成２年から平成13年までの11年間の変化をみると、

同様に、第１次産業は7.5％から4.5％に、第２次産業は21.5％から18.4％

に減少し、第３次産業では70.9％から77.3％に増加しており、なかでも、

「サービス業」が15.7％から18.5％と大きく増加しています。

このように、第１次産業では、就業者数、生産額ともに、その割合は減

少しており、逆に、第３次産業では、就業者数、生産額ともに、その割合

は増加しています。第２次産業では就業者の割合は増加しているものの、

生産額の割合は減少しています。
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国民経済計算、県民経済計算について

「国民経済計算」は、一国の経済の状況について、生産、消費・投

資といったフロー面や、資産、負債といったストック面を体系的に記

録することをねらいとする国際的な基準です。言い換えるならば、企

業の財務諸表作成における企業会計原則に相当する一国経済の会計原

則が、国民経済計算であるわけです。

これまで、日本をはじめ世界の多くの国が国民経済計算体系SNA

（a  System  of  National  Accounts）という基準に従って、所得水

準や経済成長率などの国際的な比較を行い、各国の経済の実態を明ら

かにしてきました。このため、国民経済計算は、世界各国が共通の基

準に基づいて作成することが必要です。

また、「県民経済計算」は、国民経済計算の基本的な考え方や計算

体系を県段階に援用し、県という行政区域における生産活動によって

１年度間に生み出された価値（付加価値）を、生産、分配、支出の各

面にわたって計量的に把握し、県経済の規模や産業構造などを総合的、

体系的に明らかにすることを目的としています。

68SNAとは1968年に、93SNAとは1993年に、国連が加盟各国に

その導入を勧告した国民経済計算の体系の名称です。

我が国では、国民経済計算の推計にあたっては、68SNAに準拠し

て作成してきました。しかし、近年の経済社会の成熟化・複雑化、経

済構造の変化、他統計との整合性の向上等に配慮したSNAの基準が

1993年に国際連合より勧告され、それを受けて我が国でも、さまざ

まな観点から検討が行われ、平成12年に新たな国民経済計算の体系

（93SNA）へ移行しました。移行にあたっては、平成２年度まで、遡

及して計算していますが、基礎資料や推計方法等の変更により、

68SNAにより作成された推計値とは接続しないので注意が必要です。
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また、県内の事業所数の産業別割合に、本県の平成13年の産業構造をみ

ると、「卸売・小売業、飲食店」44.4％、「サービス業」30.2％、「建設業」

9.7％、「製造業」4.9％、「不動産業」4.2％、「運輸・通信業」2.6％等となっ

ており、この6業種で全体の91.8％を占めています。全国の状況については、

「卸売・小売業、飲食店」41.0％、「サービス業」28.8％、「製造業」10.3％、

「建設業」9.6％、「不動産業」4.6％、「運輸・通信業」3.6％等で、本県の事

業所については、全国に比較して、「製造業」の比率が半分以下となってい

ます。

県内事業所数の産業別割合の昭和50年から平成13年までの変化をみると、

「卸売・小売業、飲食店」は53.0％から44.4％に、「製造業」は6.2％から

4.9％に減少している一方で、「サービス業」は25.7％から30.2％に、「建設業」

は6.9％から9.7％に増加しています。

県内事業所従業者数の産業別割合で見た場合は、平成13年で、「サービス

業」29.9％、「卸売・小売業、飲食店」28.8％、「製造業」12.3％、「建設業」

12.0％、「運輸・通信業」5.9％、「公務（他に分類されないもの）」5.7％等と

なっており、この6業種で全体の94.6％を占めています。全国の状況につい

ては、「サービス業」29.3％、「卸売・小売業、飲食店」29.3％、「製造業」

18.5％、「建設業」8.2％、「運輸・通信業」6.2％、「公務（他に分類されない

もの）」3.1％等で、本県の事業所従業者については、全国に比較して、「製

造業」の比率が低く、「建設業」、「公務」の比率が高くなっています。
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なお、本県の事業所の従業員規模別の割合の推移をみると、従業員５人未

満の事業所の割合は減少傾向で、５人以上の事業所は増加傾向にあります。

１事業所当り従業員数も昭和56年に6.9人であったものが平成13年には8.5人

になったものの、平成13年において、従業員５人未満の事業所が63.2％、30

人未満の事業所が95.1％を占めています。全国では、従業員５人未満の事業

所が61.1％、30人未満の事業所が84.7％を占め、平均従業員数は9.5人とな

っており、本県は中小企業の割合が多いことがうかがわれます。

また、業種別に平成13年の１事業所当り従業員数をみると、「漁業」、「鉱

業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「運輸・通信業」、「公務」

で従業員数が多い傾向にあります。また、全国と比較すると、第１次、第２

次産業では本県の方が従業員数が多いものの、第３次産業では本県の従業員

数は少なくなっています。
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これまで、本県の産業構造及びその変遷についてみてきましたが、産業構

造の変化が、直接、人口移動にどのような影響を与えたのかは明白ではあり

ません。しかし、産業構造の変化に伴う、雇用情勢の変化があったことは、

新規求人の産業別構成割合の変化を見ても明白であり、間接的に、人口移動

に影響を及ぼしているものと推察されます。
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５　所得を求めての人口移動　

本県の人口１人当り県民所得を県民経済計算（68SNA）でみると、昭和

50年度に84万９千円であったものが、次第に増加し、平成６年度には249万

４千円となりました。その後は、平成11年度まで、250万円前後で推移して

います。また、平成２年度以降について県民経済計算（93SNA）でみると、

平成８年度まで県民所得は増加傾向にあったものの、その後、微減傾向にあ

ります。

全国の人口１人当り国民所得を国民経済計算（68SNA）でみると、昭和

50年度に110万9千円であったものが、次第に増加し、平成３年度には299

万9千円となり、その後、平成11年度まで、300万円前後で推移しています。

また、平成２年度以降について国民経済計算（93SNA）でみると、300万円

前後で推移していたものが、平成8～９年度に310万円に増加しましたが、

その後、微減傾向にあります。

本県の県民所得を国民所得と比較してみると、平成５年度までは。県民所

得は国民所得の70％台後半で推移していましたが、平成６年度以降は80％

台前半で推移しています（68SNA）。また、93SNAでみても、平成２年度以

降80％前後で推移しています。すなわち、近年、本県の所得水準は、向上

したといえます。
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次に、本県の人口１人当り可処分所得を県民経済計算（68SNA）でみる

と、昭和50年度に103万2千円であったものが、次第に増加し、平成６年度

には322万1千円となりました。その後は、平成11年度まで、320万円台で

推移しています。また、平成２年度以降について県民経済計算（93SNA）

でみると、平成８年度まで可処分所得は増加傾向にあったものの、その後、

増減を繰り返しています。

全国の人口１人当り可処分所得を国民経済計算（68SNA）でみると、昭

和50年度に117万7千円であったものが、次第に増加し、平成３年度には

326万2千円となり、その後、平成11年度まで、330万円台で推移しています。

また、平成２年度以降について国民経済計算（93SNA）でみると、平成３

年度に326万8千円に増加した後、320万円台で推移し、平成8～９年度に

340万円前後に増加しましたが、その後、微減傾向にあります。

本県の可処分所得を全国と比較してみると、平成５年度までは。徐々に、

本県の可処分所得は国民所得に対する割合を増加させて、95％程度となり

ましたが、平成６年度以降は、平成９年度に一時低下が見られたものの、

90％台後半で推移しています（68SNA）。また、93SNAでみても、平成６年

度以降、平成９年度に一時低下が見られたものの、90％台後半で推移して

います。すなわち、平成６年度以降、本県の可処分所得は全国の水準にまで、

向上したといえます。
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また、本県の雇用人数30人以上の事業所の常用労働者１人平均月間現金

給与額をみると、昭和50年に140,815円であったものが、昭和57年に一時低

下したものの、増加を続け、平成７年には2.1倍の301,554円に増加していま

す。その後は30万円前後で推移したものの、平成14年には313,207円に増加

しました。

全国の状況については、昭和50年に177,213円であったものが、増加を続

け、平成９年には2.4倍の421,384円に増加しています。その後は減少傾向に

あり、平成14年には387,638円となりました。

都道府県のなかで、最も給与額の高い東京都では、昭和50年に208,089円

であったものが、平成９年には2.6倍の542,743円に増加しています。その後

は減少傾向にあり、平成14年には487,767円となりました。

本県の給与額を全国と比較してみると、昭和56年までは、全国の80％台

で推移していたものの、昭和58年にかけて、急激に本県給与水準が低下し、

70％台前半で推移していました。平成11年以降は、全国の給与水準が低下

したことから、全国に比較した割合は増加し、平成14年には、80.8％となり

ました。東京都の比較でも、同様の傾向ですが、平成14年の本県給与額は、

東京都の64.2％となっています。

雇用人数５人以上の事業所の常用労働者１人平均月間現金給与額について

も、同様の傾向がみられるものの、雇用人数30人以上の事業所で見られる、

昭和57年～平成10年の本県給与水準の悪化は明確でなく、平成14年の本県

給与額は、全国の81.1％、東京都の64.8％となっています。

すなわち、本県労働者の給与水準は、全国や東京都に比較し、一時悪化し

たものの、平成11年以降回復基調にあるといえます。
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なお、新卒者の初任給については、近年、その伸びは緩やかになってきて

いるものの、増加傾向が続いています。

本県の初任給を全国と比較してみると、高卒男子では、昭和62年にかけ

て、本県の初任給は全国の82.8％にまで低下しましたが、その後、増加傾向

となり、平成12年には、90.9％となっています。東京都との比較でも同様の

傾向で、平成12年で84.9％です。

高卒女子では、昭和61年まで低下傾向にあり、その後は、増加傾向に転

じ、平成12年には、全国の92.2％、東京都の83.1％となっています。

大卒男子は、高卒に比べ、年次ごとの増減が大きいものの、昭和61年ま

では低下傾向、その後は増加傾向で推移し、平成12年には、全国の89.5％、

東京都の87.2％となっています。

高専・短大卒女子については、年次ごとの変化が非常に大きくなっていま

すが、平成６年以降は増加傾向にあり、平成12年には、全国の92.6％、東京

都の87.4％となっています。

このように、本県初任給の水準は、昭和61～62年に悪化がみられたもの

の、近年は、全国、東京都との格差が縮小傾向にあるといえます。
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全国及び東京都との所得格差については、みてきたとおりですが、全国及

び東京都とは、生活費等の格差があり、この格差を考慮する必要があること

は当然です。

平成14年全国物価統計調査の消費者物価地域差指数をみると、本県の物

価（総合）は全国を100として96.8となっています。また、世帯主の年齢別

にみて、最も格差が大きい29歳以下の階層では93.6となっています。

しかしながら、常用労働者１人平均月間給与額の格差をみると、物価の格

差以上の差があります。また、新卒初任給については、物価格差を考慮する

と、所得格差がほとんどなくなるものの、将来はUターンすることを希望し

ている者もいること等を考慮すると、将来にわたる収入と支出まで考慮して

新卒者が就業しているかは疑問があります。

また、給与格差は、当然、雇用情勢の差によっても影響を受けるものでは

ありますが、本県の給与、初任給と、全国、東京都との格差が大きくなって

いる時期は、転出超過数が大きくなっている時期と一致していることからみ

て、所得を求めての人口移動があるものとみるべきではないでしょうか。
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第３節　低下傾向にある定住に関する意識

県政モニターアンケート調査等により、県民の定住意識についてみると、

昭和53年度第4回県政モニターアンケート「地域社会に対する県民意識につ

いて」（青森県企画部、昭和54年１月調査）の結果は、「事情が許せば今の

ところに将来もずっと住んでいたいと思いますか。」との問いに対して、

80.5％が“住んでいたい”と回答しています。また、“県内の旧3市へ移りた

い”とするものは9.8％、“県外の大都市へ移りたい”とするものは1.2％と

現在地以外の都市への移住を希望するものは少数でした。これを、地域別に

区分してみると、旧市に住むものの88.2％が“住んでいたい”とし、一部

5.9％が“県外の大都市へ移りたい”としており、新市では“住んでいたい”

が77.8％で、22.2％が“できれば旧市へ移りたい”としています。また、町

村では、78.6％が“住んでいたい”とし、10.7％が“旧市へ移りたい”とし

ています。アンケート報告書では、「このように、本県では、定住への意欲

はきわめて高いものの、新市、町村は、文化、生活環境の良い旧市へ移動し

たい意向もみられ、旧市では更に県外の文化環境の良い大都市へ移動したい

意向を持つといえよう。」と分析しています。なお、男女別では“旧市へ移

りたい”とするものが女性に多く19.3％と男性の三倍以上あり、職業別では、

主婦の定住志向が66.7％で最も低く、“旧市へ移りたい”13.2％と最も高い

ことに符合しています。年齢別では、定住志向が年齢が高くなるにつれて多

くなる傾向が明らかで、20歳台の56.3％から50歳台以上95.8％まで、世代ご

とに上昇しています。なお、同アンケートにおいて、「いまお住まいの市、

町、村が好きですか。」との問いに対しては、82.9％が“好きである”また

は“まあ好きである”と回答しており、“きらいである”、“あまり好きでな

い”としたものは11.0％と定住意向の回答結果と一致しています。
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資料）青森県企画部「昭和53年度第４回県政モニターアンケート（地域社会に対する県民意識について）」
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また、青森県民選好度調査（青森県企画部、昭和55年7月実施）の結果を

みると、「あなたはこれからもこの地域に住んでいたいと思いますか。」との

問いに対して、住みたいと答えたものは、“ずっと住んでいたい”67％、

“事情が許せば住みたい”15％を合わせると82％で、逆に移りたいと答えた

者は、“ぜひよそへ移りたい”3％、“事情が許せばよそへ移りたい」9％を

合わせた12％でした。また、定住意向は、市郡別では、市部（79％）より

も郡部（85％）で高く、男女別では、女性（79％）よりも男性（84％）が

高くなっています。定住意向は年齢とも密接な関わりがあり、年齢が高くな

るほど定住意向は高まる傾向にあります。なお、一般に、そこに住みつづけ

たいという気持ちは、現在住んでいるところへの住みよさの満足感がかなり

影響するものであり、同調査の総合的住みよさに対し、”十分満足“と回答

したものでは94％が定住意向を持っているのに対し、”とても不満“と答え

たものでは66％に減っています。

68

79
85 84

79

68
76

86 86

95 92 94
88

70
77

66

14
8

11 13
18 16

8 10
3 2

7 7

16 15
23

0

20

40

60

80

100
（％） 

ずっと住んでいたい、事情が許せば住みたい 

ぜひよそへ移りたい、事情が許せばよそへ移りたい 

市郡 性別 年齢 総合的住みよさ 

と
て
も
不
満 

少
し
不
満 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

ま
あ
満
足 

十
分
満
足 

 

　
歳
以
上 

　
歳
台 

　
歳
台 

　
歳
台 

　
歳
台 

　
歳
台 

 

女 男 

 

郡
部 

市
部 

  

7020 30 40 50 60

これからもずっとこの地域に住んでいたいか（昭和55年７月）

資料）青森県企画部「青森県民選好度調査（昭和55年）」



平成３年度第2回県政モニターアンケート「快適生活環境基盤と定住に対

する意識」（青森県企画部、平成３年7月調査）では、「あなたは、現在お住

まいの地域に、今後も住み続けたいと思いますか。それともできれば他地域

に移りたいと思いますか。」との問いに対し、“住み続けたい”と答えたもの

は72.3％、“県内の他地域へ移りたい”8.7％と“県外へ移りたい”11.4％を

合わせた「他へ移りたい」は20.1％となっており、昭和53、55年度の調査に

比べ、定住意向が低下しています。

なお、“住み続けたい”と答えたものに、その理由を尋ねたところ、「住み

なれていて愛着があるから」66.9％、「自然環境が良いから」57.1％が突出

しており、逆に、“他へ移りたい”と答えたものは、「特に愛着がないから」

24.3％、「生活環境が整備されていないから」24.3％が最も多く、ついで

「学校、図書館等の教育・文化施設が整っていないから」18.9％、「地域に賑

わいが無く寂しい所だから」18.9％等となっています。
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資料）青森県企画部「平成３年度第２回県政モニターアンケート（快適生活環境基盤と定住に対する意識）」



平成11年に実施された「県民意識調査」（株式会社野村総合研究所、平成

11年５～６月調査）によると、青森県民の69.4％は“今後も現在住んでいる

市町村で暮らしたい”と考えています。“県内の他の市町村で暮らしたい”

とする8.7％と合わせると、78.1％の県民は、今後とも青森県内で暮らした

いと回答しています。年齢別では、年齢が高くなるに従い“今後も現在住ん

でいる市町村で暮らしたい”とするものが多くなっており、“県内の他の市

町村で暮らしたい”という意向については、年齢が高くなるに従い少なくな

る傾向があります。また、日常生活に対し総合的な満足感を有する県民ほど

“今後も現在住んでいる市町村で暮らしたい”とするものが多くなっていま

すが、不満を有している県民では“県内の他の市町村で暮らしたい”、“どち

らとも言えない”や“県外（大都市圏以外）で暮らしたい”とするものが、

相対的に多くなっています。ただし、不満層においても、６割弱の県民は、

県内への居住願望を有しています。
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資料）株式会社野村総合研究所「県民意識調査（平成11年）」



また、平成12年に実施された「新青森県長期総合プランに関する県民意

識調査」（青森県企画部、平成12年８～９月調査）の結果については、「あ

なたは今後も青森県に住みつづけたいと思いますか。」との問いに対して、

“住みつづけたい”と定住意向を示したものは75.6％となっています。また、

“よそへ移りたい”としたものは6.2％でした。これを男女別にみると、男性

のほうが、やや定住意向が高くなっています。また、年齢階層別に見ると、

年齢が高くなるに従い、定住意向が高くなる傾向にありますが、16～19歳

では、“住みつづけたい”とするものは、45.2％と半数以下で、逆に24.2％

ものものが“よそへ移りたい”としています。なお、学生（高校生を含む）

では、“住みつづけたい”42.6％、“よそへ移りたい”20.6％、“どちらとも

いえない”36.8％と定住意向が低いものの、１/３のものが態度を保留して

おり、進学・就職の時期が定住のポイントになるといえます。
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あなたは今後も青森県に住みつづけたいと思いますか（平成12年）

資料）青森県企画部「新青森県長期総合プランに関する県民意識調査（平成12年）」



これらのアンケート調査等では、次第に県内移動を含めた県内定住を希望

する者の割合は、減少しており、県民の意識においても、本県人口が減少す

る要因が強まってきています。
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注）昭和55年度の調査では、移住希望について県内外の区別をしていない。
また、平成12年度の調査では、青森県に住み続けたいかどうかという内容である。



第３章　人口減少による影響と課題

第１節　人口減少による影響

人口減少が経済社会に大きな影響を与えるということが、多くの有識者の

意見です。特に、人口が減少する中で経済を維持することの難しさを唱える

意見が多いのですが、一方で、人口減少への適切な対応により、一人当りの

豊かさを上昇させる可能性があるとする意見もあります。

平成14年２月に策定された「少子化への対応アクションプラン（青森県

企画振興部企画課）」では、このまま少子化が進行すると、本県人口は大幅

に減少し、 労働力人口の減少による経済成長への影響、 社会保障の

現役世代への影響、 地域社会の活力の低下、 子どもの健やかな成長

への影響など、産業・経済面や社会生活などさまざまな分野に多大な影響を

与えることが危惧されるとしています。

さまざまな意見をもとに、本県における人口減少による影響について考え

てみます。

１　経済成長に及ぼす影響

人口減少は、経済に大きな影響を与えるものと考えられます。

人口減少は、高齢化の進展を伴い、労働力人口を減少させます。労働力人

口の減少は、供給力の減退を招く恐れがあり、生産性が上昇しなければ、経

済成長率は年々低下していき、やがて継続的なマイナス成長に転ずる可能性

があります。

また、需要面からみても、人口減少とは、消費者の減少、即ち、市場の縮

小を意味しており、さらに、少子化の進展に伴って、子ども向け産業等は打

撃を受け、逆に高齢化に伴い、シルバー産業等が増加するなど需要構造も大

きく変化していくものと予想されます。人口減少による個人消費減退のため、

設備投資の拡大は期待できず、やがて生産資本ストックは縮小に向かう恐れ

があります。

内閣府の行った「マクロ経済モデルによる経済成長シュミレーション（平

成15年度版経済財政白書）」では2011年度以降の各10年間の平均成長率が

（4）（3）

（2）（1）
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0.2～0.4％程度と、マイナス成長にこそなってはいないものの低い水準にと

どまり、一人当りでみた経済成長率は0.5～1.1％程度となっています。

本県においては、既に人口は減少に転じているものの、平成２年度から平

成13年度の平均経済成長率（93SNA）は名目で1.4％、実質で1.2％となって

おり、一人当り県民所得の伸びは平均0.4％となっています。また、本県の

県内総生産（名目）について、県民経済計算を基に簡易推計を行った結果、

県内総生産は2010（平成22）年をピークに減少し、その後、マイナス成長に

転ずる恐れがあるものの、就業者１人当り県内総生産については、2030年

においても増加を続けるものと見込まれます。

しかし、人口減少が続くなか、労働生産性を上昇させることで経済成長を維

持することには無理があるという意見もあります。なぜなら、労働生産性の

上昇は大量生産システムにより支えられており、人口減少下では、むしろ多

品種少量生産が主となることから、労働生産性を引き下げるという考えです。

一方では、人口減少の下では、マクロ的な総生産は減少しても、一人当り

の所得については、上昇するか、減少してもその程度はわずかであり、国民

生活については、現在の水準が維持されることから深刻に受け止める必要が

ないという議論もあり、また、個人消費が減少しても、労働力人口の減少に

より生産能力自体も低下することから大きな影響はない、労働力人口の減少

が誘引となり労働生産性が上昇する可能性があるという意見もあります。

しかし、後に述べる、社会保障制度を維持する上では、現役世代の人口の

減少による影響を緩和するため、マクロ的な総生産も重視していく必要があ

ることはいうまでもありません。
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県内総生産（名目）簡易推計結果

県企画振興部部「県民経済計算」及び国立社会保障・人口問題研究所「都道府県の将来推計人口」を基に県
統計情報課推計。（注：推計した県内総生産は、「輸入品に課される税・関税」、「総資本形成に係る消費税」、
「帰属利子」を含んでいない。）



県内総生産（名目）簡易推計方法について

県内総生産の将来の簡易推計については、 平成13年度青森県

県民経済計算（93SNA）により、平成2～13年度における各年度の

産業活動別の就業者１人当り県内総生産を計算し、 産業活動ごと

に最小2乗法を用いた一次回帰により、将来の産業活動別就業者１人

当り県内総生産を推計しました。 次に、平成７年及び平成12年

における産業活動別就業者数から、将来の産業活動別就業者数を推計

しましたが、この推計値については、国立社会保障・人口問題研究所

「都道府県の将来推計人口」の生産年齢人口及び平成７年及び平成12

年国勢調査の生産年齢人口に占める就業者割合から推計した将来の就

業者割合により補正を行いました。 将来の県内総生産は、各年度

の産業活動別就業者数に産業活動別の就業者１人当り県内総生産を乗

じ、さらに、計算された各産業活動における県内総生産の和を求める

ことにより計算しています。

なお、産業活動については、推計就業者数（県内ベース）が公表さ

れている、「農業」、「林業」等の区分により推計作業を行いました。

（4）
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（2）

（1）
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平成３年度
就業者１人当り県内総生産

・
・

平成13年度
就業者１人当り県内総生産

最小２乗法を用いた
一時回帰式により

就業者１人当り県内
総生産を将来推計

平成７～12年度の変化率に
より就業者数を将来推計

「都道府県の将来推計人口」
及び

平成７～12年度の生産年齢
人口に占める就業者総数の
変化率から推計した就業者
割合により補正

平成７年度及び平成
12年度就業者数

及び

平成７年度及び平成
12年度生産年齢人口
（国勢調査）に占める
就業者総数（全産業）

→ ×

＝

←

県 内 総 生 産
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２　行政財政基盤への影響

人口の減少は、経済成長を停滞、低下させ、税収等の財源に影響を及ぼし

ます。一方、人口減少により減少するはずの社会保障給付額は、高齢化の影

響により、人口が減少するにもかかわらず増加を続けることになります。こ

のように、人口の減少は行政財政基盤に大きな影響を及ぼすこととなり、財

政の硬直化が進展する中にあって、人口減少が著しい自治体においては、今

後、福祉や保健医療等の基礎的行政サービスが低下することが懸念されます。

また、既に整備してきた公共施設等については、人口の減少により、利用

が低下したり、中には遊休化する施設も発生する可能性がありますが、一方

では、高齢化等に伴い、整備が求められる施設等も見込まれます。行政財政

基盤が厳しくなることが見込まれる中で、これら施設等を効率的に運営して

いくことが求められることになります。

なお、県一般会計歳入決算の約３割を占める地方交付税は、人口を測定単

位として算定する項目が多いことから、人口の減少は、地方交付税の算定に

も大きな影響を及ぼすこととなりますが、国と地方の役割分担の明確化、地

方公共団体の自主性・自立性の向上及び個性豊かで活力に満ちた地域社会の

実現のため、国庫補助負担金の整理合理化、地方税財源の充実確保などを通

じて地方分権を推進する「三位一体」の改革が平成16年度から行われるこ

ととなっており、自主財源を確保することは、今後、ますます重要になって

います。
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青森県一般会計歳入決算の構成

国庫支出金 33.93%

その他の依存財源 0.86%

県債 7.60%

地方交付税 33.46%

その他の自主財源 10.72%

県税 13.44%

 

県債 10.14%

国庫支出金 26.37%

地方交付税 35.44%

その他の自 主財源 11.76%

県税 14.64%

国庫支出金 18.93%

地方交付税 29.09%

その他の自 主財源 21.91%

県税 12.77%県債 16.85%

その他の依 存財源 0.45%

昭和57年度 

平成４年度 

平成14年度 

その他の依存財源 1.66%



３　社会保障制度への影響

社会保障は、国民が一人ひとりの能力を十分に発揮し、自立して尊厳を持

って生きることができるよう支援するセーフティネットです。国民の相互扶

助と社会連帯の考え方に支えられたものとして、国民の「安心」と社会経済

の「安定」に欠かせないものとなっています。

しかし、人口減少、高齢化の進展により、現役世代の過度の負担の増加等、

社会保障制度の維持が懸念されているところです。とりわけ、近年、経済の

伸びを大きく上回って社会保障の給付と負担が増大することが見込まれ、ま

た、国・地方の財政は極めて厳しい状況に陥っており、経済・財政との関係

が無視できないものとなっています。こうした中で、給付を受ける者と負担

する者の不公平感が強く意識され、特に若い世代において社会保障制度の持

続可能性や将来の負担増に対する懸念が強くなっており、経済・財政と均衡

のとれた持続可能な社会保障制度を再構築することが求められています。

我が国の社会保障制度のうち、公的年金については、積立金を保有した修

正積立方式による運用がなされていますが、実態としては、高齢世代の生活

維持に必要な年金給付を現役世代の保険料でまかなう「賦課方式」に近い方

式となっています。

このため、少子、高齢化により保険料を支払う現役世代が減少し、年金を

受け取る高齢世代が増加した場合、年金給付水準を維持しようとすれば現役

世代の負担は著しく増加することになります。年金改革については、賦課方

式か積立方式か、社会保険方式か税方式か等、多くの議論があるものの、現

役世代の負担増加と高齢世代の給付減少が避けられない状況となっていま

す。

また、我が国の医療機関等における疾病の治療に要する経費を推計した

「国民医療費（厚生労働省）」により一般診療医療費の推移をみると、年々増

加を続けており、平成12年度には、昭和60年度の1.7倍の23兆9,608億円と

なりました。これを年齢階層別に見ると、老年階層で15年間に2.3倍に増加

し医療費全体の半分を占めるまでになっています。また、年齢階層別人口一

人当り医療費については、64歳以下では、10万円未満の医療費であるのに

対し、70歳以上では80万円を超える医療費を要しています。医療保険制度

については、退職者医療制度や老人保健制度により、現役世代が高齢世代の
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医療費の多くを負担する仕組みになっており、高齢化の影響により、今後も

老人医療費が増加すれば、現役世代の負担が過度に高まることとなります。

また、老人医療制度による医療給付の財源は、その34％が公費（平成15年9

月まで。その後公費負担割合を徐々に増加させ、18年10月以降は１/２。

国：県：市町村＝4：1：1の割合で負担）であり、人口減少により自治体財

政が縮小するなかで、大きな負担となっていくこととなります。

平成12年４月から、介護費用を国民全体でまかなう「介護の社会化」、医

療と福祉の縦割り制度を再編成し必要な福祉サービスと保健医療サービスを

総合的・一体的に受けられるようにする「利用者本位とサービスの総合化」

等を目的に導入された介護保険制度については、要介護者の数が、全国で

2000年度の280万人から2025年には520万人に増加すると予想されており

（平成11年版厚生白書）、本県においても、2000年度の38,278人から2007年

度には61,021人に増加すると予想されていることから、今後の高齢化の進展

を考えれば、介護費用負担が増大することは避けられない状況です。保険給

付額の財源はその半分を保険料（65歳以上（第１号被保険者）：40～64歳

（第2号被保険者）＝1：2の割合で負担）でまかない、残りを公費（国：

県：市町村＝2：1：1の割合で負担）でまかなっていますが、介護保険制度

についても、保険給付額が増加していく中にあって、保険料の引き上げ及び

公費負担の増加は大きな負担となっていくことが予想されます。なお、本県

の各市町村の介護保険第1号被保険者保険料基準月額の平均については、平

成12～14年度分が3,256円であったものが、平成15～17年度分は4,029円に

引き上げられています。
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４　地域コミュニティへの影響

本県各市町村の人口の推移は、都市部及びその周辺で人口が増加し、郡部

の多くの町村では人口が減少する等、地域格差が広がっています。

本県の就業者数、事業所数は、農林水産業で著しく減少する一方、福祉、

医療、娯楽業といったサービス業や小売業を中心とした第３次産業で大きく

伸びていますが、サービス業等が立地するのは、まとまった需要が期待でき

る都市部が中心であり、また、それによってその地域の利便性が高まり、か

つ、雇用機会も多いということになれば、さらに都市部に人々が移り住んで

きます。

また、少子化の影響等により、単身者や子どものいない世帯が増加し、社

会の基礎的単位である家族の形態も大きく変化するとともに多様化していき

ます。

地域の中で、子ども、高齢者、障害者等すべての住民が豊かな暮らしを続

けていくために、福祉、教育、防災等さまざまな活動を行ってきた地域コミ

ュニティの重要性が、阪神・淡路大震災を契機に各方面から強く認識されて

います。また、市町村合併が進む中、住民参加型の行政運営を従来にも増し

て進めていくために、住民の意見を集約するような地域コミュニティを尊

重・育成することが求められています。しかし、他地域からの移住者や単身

世帯の増加した地域にあっては、地縁により結びついていた地域コミュニテ

ィは、弱体化、崩壊していくのではないかと懸念されます。

一方、過疎化の進展している地域においては、今後、人口減少、高齢化が

一層進むこととなり、残った高齢者が介護が必要になったときは、都市部に

住む子どものもとへ移ったり、施設に余生を託すこととなるとも考えられま

す。当然、住民の少なくなった地域では、地域コミュニティの維持は次第に

難しくなり、地域コミュニティが保全活動を行ってきた伝統文化等は失われ、

中山間地域等では国土資源管理等の役割が維持できない恐れがあります。
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５　子どもの健全育成への影響

本県の小学校児童数の推移をみると、昭和60年には142,919人であったも

のが、平成15年には88,111人と、61.7％に減少しています。この児童数の減

少により小学校の統廃合が進められており、小学校数も515校から429校に

減少するとともに、学区の広域化が進んでいます。

地域社会における子どもの数が減ることで、子ども同士、特に異年齢の子

ども同士の交流の機会が減少する可能性があります。さらに、子どもを通じ

た大人の交流、即ち、子どもの健全育成に大きな役割を果たしてきた地域コ

ミュニティ活動にも影響を及ぼす恐れがあります。このため、子どもの協調

性や社会性がはぐくまれにくくなるなど、子ども自身の健やかな成長を阻害

することが懸念されます。

豊かな人間性と創造力を持ち、国際的な視点を持ちながら、地域の在り方

を自ら考え行動し、次代を担っていく子どもたちの健全育成は、今後の地域

や、我が国社会を維持発展させるうえで、極めて重要な課題です。
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人口減少により生活の豊かさが上昇する可能性も

既に述べたように、ＧＤＰが減少したとしても、一人当りの所得は

増加を続けるという予測があります。さらに、労働力不足が引き金と

なり、構造改革が進み、労働節約的な技術革新が促進されることによ

って労働生産性が向上するという意見があります。特に、我が国の農

業、サービス産業、流通産業は、米国等と比較して生産性が低く、こ

れらの産業では労働生産性の上昇が追及可能とされています。

さらに、人口が減少すれば、過密状態が解消されることにより、住

環境が改善され、交通混雑も改善される。人口の減少は、これまで達

成できなかった、生活の豊かさの部分を実現可能にする可能性を秘め

ています。

しかしながら、これらの豊かさの上昇のためには、人口増加を前提

に作られてきた社会の仕組みを、人口減少社会に適したものに変えて

いくことが必要です。



第２節　人口減少に対応するための課題

人口減少に対応していくためには、少子化をくい止めて、人口減少に歯止

めをかけることや、人口減少を前提とした社会への変革を進めていく必要が

あります。

しかし、少子化への対応については、これまでも様々な施策が実施されて

きたにもかかわらず、依然として少子化は進行しており、少子化への対応の

みでは、人口減少をくい止め、本県社会、経済の発展を維持していくことは、

相当困難が予想されます。また、全国的にも、今後、人口減少が進むことは

避けられない状況であり、本県としても人口減少を前提とした社会への対応

を急ぐ必要があります。

従って、今後の施策としては、人口減少のスピードをできるだけ遅くする

とともに、できるだけ早く人口減少に対応した社会への変革を進めていくこ

とが必要です。

１　少子化、人口定着に対応するための課題

少子化に対応するための課題

出生率低下は、未婚化、晩婚化、晩産化及び夫婦出生力の低下が主な要

因ですが、この背景には、女性の高学歴化と社会進出が進む一方で出産や

育児と女性の就業の両立が依然として難しいという問題があることは、既

にみたとおりです。女性の就業率が増加している中、仕事と子育ての両立

を背景に、保育に対するニーズが多様化しており、これに対応した保育サ

ービスが求められています。さらに、仕事と子育てを両立させるためには、

育児休業が取りやすく職場復帰がしやすい環境づくり等の就業環境の整備

や、男女がともに子育てを担う意識の醸成が必要です。

また、子育てにかかるコストの上昇も、少子化の原因の一つと考えられ

ますが、保育や教育等における経済的負担感を軽減するための仕組みを考

えていくことが必要です。

人口定着に対応するための課題

本県の人口減少の大きな原因は、若者の県外への流出にあります。流出

（2）

（1）
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による直接的な人口減少に加え、子どもを生む年代の減少による出生数の

減少の原因ともなっています。

都会暮らしを希望する若者を県内に引き止めることは、なかなか困難で

しょうが、県内での生活を希望しながらも、県内に働く場がなく、県外に

出て行かざるを得ない若者がいます。また、県外に進学・就職し、一度は

本県を離れても、Ｕターンを希望する若者もいます。このように、本県で

生活することを希望する者が、本県で生活できる環境を構築していくこと

が必要です。

しかし、平成15年3月高校卒業者の就職希望者の就職状況をみると、6

月末の就職率は94.4％で、県内の就職率は91.3％、県外は99.4％となって

います。また、6月末になっても就職が決まらなかった未就職者数は210

人と前年同期の1.5倍に上っており、このうち県内就職希望者は201人と県

内就職を希望しながら就職できない者が大幅に増加しています。

今春の高校卒業予定者については、平成16年１月末において、県内就

職希望者3,100人に対し求人数は1,967人で、就職が内定した生徒は1,274人、

内定率は41.1％で、前年同期に比べ3.4％低下しています。一方、県外就
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職希望者は1,558人に対し、求人数は1,935人で、就職が内定した生徒は

1,365人、内定率87.6％で、前年同期に比べ4.1％増加しており、県内就職

を希望しながら、県内に就職できない状況が続いています。なお、内定者

数が求人数を下回っている状況については、厳しい就職状況にあっても、

生徒が就職意識をもち、就職先を選択しているとみることができますが、

産業別充足割合をみると産業ごとに大きな差があり、このことは即ち、本

県の産業構造が、若者の求めるものと異なり、求人、求職のミスマッチが

あると思われます。

このように高校新卒者の雇用の確保については、若者定住のために十分

なものとなっておらず、働く場の確保に向けて、産業の振興を図る必要が

あります。
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また、新卒者、独身者のみならず、若い夫婦世帯や小さな子どもを持つ

夫婦まで含めた若者定住に必要な機能については、雇用の確保や労働環境

（賃金、休日等）といった「職」のみならず、若者向けや新婚向け住宅の

提供、ゆとりのある住環境といった「住」、社会教育やスポーツ等の余暇

活動の機会やある程度の都市的文化性、情報の享受といった「文化」、そ

して、ショッピングや交通、医療・福祉サービスといった「利便」といっ

た分野について、若者のニーズに総合的に対応していくことが必要です。

２　人口減少社会に対応するための課題

本県が直面している人口減少社会は、「少子・高齢社会」でもあります。

ＷＨＯ（世界保健機関）では全人口に占める65歳以上の割合が14％以上の

社会を高齢社会と定義していますが、平成12年10月１日現在、本県の老年

人口の割合は19.5％となっており、本県の市町村のすべてが、既に高齢社会

になっています。また、本県市町村の1割では、高齢者割合が、その倍の

28％を超えています。今後も増加を続けると見込まれる高齢者については、

加齢に伴う様々な身体的変化を考慮した生活環境や健康・福祉施策の総合的

な推進及び豊かな経験や知識を生かした社会参加等を促進していく必要があ

ります。

一方、少子化や若者の県外流出の影響により、年少人口は減少を続けてお

り、生産年齢人口も減少傾向にあります。この傾向が続くと、今後、労働力

が減少することとなる一方で、高齢化の進展に伴い福祉・介護サービス等の

労働集約的な分野が拡大することにより必要な労働力が増加することが見込

まれ、こうした面でも高齢者の活用、社会参加を促進するための仕組みづく

りが必要となります。

さらに、人口減少や人口構造の変化に伴う、街づくりについても考えてい

く必要があります。著しい高齢化が進む地域では、平日の日中は人通りがな

く、寂しさを感じます。また、人口が減少している市部の商店街においても、

商店のシャッターは閉じられたままで、商店街としての機能を失いつつあり

ます。高齢化や人口減少が進む中で、どのように地域を維持、活性化してい

くのかを検討し、人口減少に対応した街づくり、地域コミュニティづくりを
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進めていく必要があります。

このように、人口減少社会では、地域の経済効率を考えると、都市部に集

中して居住し、ハード的にも、ソフト的にも、より効率的に維持コストのか

からない街づくり、社会システム作りが求められます。
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第４章　人口減少社会への対応

本県の人口減少は急激に進展しています。

これまでみてきたように、その主な原因は、出生率の低下による少子化及

び若者の県外流出ですが、人口減少により、経済成長に影響を及ぼし、行財

政基盤が弱体化する恐れがある外、地域コミュニティの維持や子どもの健全

育成にも影響を及ぼし、地域社会の姿を変えていく恐れもあります。

これらを踏まえて、本章では、人口減少にどのように対応していけばよい

のかを考えていきます。

第１節　少子化、人口定着への対応

１　少子化への対応

少子化に対する課題は、多様化する保育ニーズへの対応、就業環境の整備

や、男女がともに子育てを担う意識の醸成及び経済的負担感の軽減であるこ

とは既に述べたとおりです。

これらの課題に対する施策は、「あおもりすくすく子育てプラン（平成９

年３月策定、平成14年２月改定）」及び「少子化への対応アクションプラン

（平成14年２月策定）」において、仕事と子育ての両立が可能な環境づくり、

男女がともに子育てを担うための意識の醸成、子育てに関する相談・支援体

制の充実、保健・医療体制の整備、子育てに関する経済的負担感の軽減等の

各種施策の推進が図られているところですが、本県の人口は減少を続け、平

成16年１月１日現在の推計人口は、145万9,478人まで減少しており、これ

らの対策の効果は上がっているとはいえません。

平成16年度には、次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）に

基づき、地域における子育て支援、母子の健康の確保、教育環境の整備、子

育てを支援する生活環境の整備、仕事と家庭の両立、子どもの安全確保等に

ついて、目標、目標達成のために講ずる措置の内容等を記載した都道府県行

動計画を策定することとしていますが、人口減少社会は、少子・高齢社会で

あることを考えれば、少子化対策と高齢化対策とを一体的に捉えた人口減少

対策という視点が必要になってくると思われます。
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２　人口定着への対応

県では、人口定着のため、雇用機会の創出、職場定着の促進、労働環境の

改善や賑わいのある都市空間作り、文化やスポーツに親しむ環境づくり、創

造性と行動力が活かされる場づくりなどの各種施策を推進してきましたが、

人口定着のための対応について、改めて考えてみます。

青森型産業の創出

本県の人口減少の大きな原因は、若者の県外への流出による直接的な人

口減少に加え、このことが、子どもを生む年代の減少による出生数減少の

原因ともなっています。その背景としては、県内に十分な雇用が確保され

ておらず、また、雇用のミスマッチがあります。

県内に、継続的な雇用を創出していくためには、競争力のある産業を創

出していく必要があります。地方産業が「地域」として競争力を獲得する

には、地域産業を群として把握して地域産業間の結びつきを強める産業政

策を推進していくことが重要です。世界や国内を見ても地域の競争力ある

産業は、一定の地域に強力な産業クラスターを形成することにより「地域

の比較優位」を獲得しています。いずれの地域も、中小企業を主体に特色

ある企業・振興組織・大学などがクラスター状に集積し、人材・技術・ノ

ウハウが結合し互いに利用しやすい状況になっているとともに、地域外へ

の強力なネットワークを築き、特徴ある地域社会を形成しています。

また、産業クラスターを形成するためには、他地域に類のない特色ある

産業を中心に、成長の原動力である技術・人材・関連支援産業を集積して

いくことが必要です。そして、そのためには産学官の広域的人的ネットワ

ークを形成し、地域の特性を活かした技術開発の推進や、起業家の育成を

図ることが求められます。

例えば、本県においては豊かな自然エネルギーを背景に、平成15年6月

末現在、86基の風力発電用風車（発電設備容量合計101,675ｋＷ）が設置

されるなど、新エネルギー利用の機運も高まってきています。また、平成

15年5月に国の認定を受けた、県南地区17市町村を区域とする「環境・エ

ネルギー産業創造特区」において、環境・エネルギー分野における幅広い

実証やノウハウの蓄積を図り、新たなビジネスや新産業の創出を促進する
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ことにより、地域の経済活性化や雇用の創出を図るとともに、エネルギー

最適利用モデルや温室効果ガス排出削減モデルの先進地域として「環境・

エネルギーフロンティアの形成」を実現することとしています。さらに、

平成14年12月に国の承認を受けた「あおもりエコタウンプラン」におい

て、八戸地域をモデル地域とし、循環型社会の形成を目指しています。こ

れらのエネルギー、環境産業は、今後、需要の増加が見込まれ、急激に発

展していくものと思われます。

産学官が連携し、このような地域の資源、技術、人材等を活用した産業

クラスターの形成を図ることにより、青森型産業を創出していくことが期

待されます。

既存産業の構造の改革

本県の産業については、第２章でみたとおり、第１次産業の地域特化係

数が著しく高く、また、本県は農業とその関連産業も含めた生産額の割合

が13％を占め、総就業者に占める農業就業者の割合（平成12年）も

12.5％で全国第１位となっており、農業は本県の基幹産業に位置付けられ

ます。また、我が国の食料自給率は40％（平成14年度、カロリーベース）

で、多くを輸入食品に依存している一方で、食料を外国に頼ることに不安

を感じる人が多く、国内で安全・安心な食料を生産することが求められて

いる時代にあっては、食料自給率115％の本県農業は、今後とも、大いに

発展する可能性も持っており、本県の強みとなっている産業分野といえま

す。

しかし、本県の農業就業者一人当り県内総生産額は、全産業平均の３割

程度でその生産性は低いものとなっております。これは、零細な農家が多

く、規模拡大が進んでいないことにその一因があるとされています。「農

業経営統計調査（農林水産省）」によると、一定の水準までは、経営規模

が大きいほど生産性は高くなっており、経営規模の拡大による生産性向上

を推進していく必要があります。また、消費者ニーズに対応した安全・安

心な農産物の生産や戦略的販売等による高付加価値農業の推進や、地域エ

ネルギーを活用した冬季の農業生産による生産性の向上についても推進し

ていく必要があります。なお、農業についても、農産物加工等の関連産業

の有機的結合による産業クラスターの形成等、戦略的な産業振興が求めら
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れます。

また、本県は、世界遺産「白神山地」や十和田八幡平国立公園に代表さ

れる美しい自然に恵まれた環境にあり、加えて、さまざまな祭り等の伝統

文化や特別史跡「三内丸山遺跡」等の歴史遺産等の資源を有し、これらを

背景にした観光産業もまた、本県の重要な産業の一つとなっています。平

成14年12月の東北新幹線の本県での開業により盛岡～八戸間の乗客数が

1.5倍になる等、観光客は増加傾向にありますが、人口減少社会において

は、人が減ることによる観光客の減少が懸念されます。従って、今後の観

光産業の方向としては、観光客のリピーター化が重要になってくるものと

思われます。そのためには、体験、参加型観光による観光客との永続的な

交流が鍵になります。本県の豊かな自然、伝統文化、歴史を中心とした、

農業や健康産業、地場製造業を組み込んだ観光産業の推進が必要です。こ

のような観光産業の振興は、本県のイメージアップにも大きく寄与するも

のと思われます。

なお、観光産業は、幅広い裾野を持つ産業であることから、多くの産業

にその経済効果は波及します。「旅行・観光産業の経済効果に関する調査

研究Ⅲ（国土交通省）」によると、2002年の我が国における旅行消費額

21.3兆円に対し、旅行消費による生産波及効果は49.4兆円と、その経済波

及効果は非常に大きなものです。観光産業のみならず、それぞれの産業は、

他産業と連関して成り立っており、一つの産業が活性化すれば、県経済全

体に好影響を与えることとなります。

農業や観光産業にとどまらず、その他の既存産業についても、それぞれ

が抱える問題を明らかにしながら、競争力を持ち継続的に発展していくこ

とができる構造に改革していく必要があります。

魅力ある居住環境の整備

若者の定住促進のためには「職」のみならず、「住」、「文化」、「利便」

といった分野について、総合的に若者のニーズに対応していくことが必要

です。

暮らしやすく魅力に満ちた地域をつくるためには、文化、スポーツ、レ

クリエーション施設の充実を図るほか、若者の持つ創造力、行動力を発揮

し活躍できる、文化活動を展開していくことが求められます。また、若者
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の多様なライフスタイルに対応した、住宅等を提供していくとともに、買

物、交通、教育などの生活情報の提供等、日常的な利便性の向上を図って

いく必要がありますが、これらの実現には、官民が共通の認識を持ち、協

働により取り組んでいく必要があります。特に、「街づくり」や文化活動

を行うＮＰＯ（特定非営利活動法人）活動等に大いに期待されます。

また、地域の活性化を促すためには、地域の居住環境を整備するにとど

まらず、県内の他地域や、県外との、人、物、情報の交流を促進していく

必要があります。このため、県内交通網の整備や、高速交通体系等、県外

へのアクセス網を引き続き整備していく必要があります。

定住意識の醸成

各種アンケート調査によると、県内への定住を希望する者の割合は減少

傾向にあります。また、県外への移住を希望する理由は、生活環境が整備

されていないからと並び、「特に愛着がないから」ということが最も多く

なっています。

本県への定住を推進するためには、労働環境や生活環境の整備に努める

だけでなく、郷土に対する愛着と誇りの醸成を進めていくことが必要です。

このためには、青森の魅力づくりや魅力のＰＲを進め、県民一人ひとりが

「青森県に住んで良かった」と青森県に愛着をもち、誇りに思うよう、ま

た、県外の人には「訪れてみたい、住んでみたい」と思わせる青森県のイ

メージアップを図っていく必要があります。また、学校及び社会教育にお

いて郷土について学ぶ機会を積極的に提供することにより、県民としての

自覚を持って地域に関わろうとする姿勢が育まれていくものと思われま

す。

第２節　人口減少に対応した社会への変革

１　労働力の確保

本県の老年人口は急激に増加する一方で、年少人口が減少を続けており、

生産年齢人口も減少傾向にあります。この傾向が続くと、今後、労働力が減
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少することとなります。

本県の高齢者の就業意欲は、平成14年度版青森県社会経済白書において

分析しているとおり非常に高いものとなっています。また、我が国における

女性の年齢階級別の労働力率（各年齢各級別人口に占める労働力人口の割合）

は20歳台後半から30歳台の出産・育児期にくぼむというＭ字型のカーブに

なることが知られていますが、この子育て期を中心とする女性の労働力率が

向上すれば、労働力人口の減少をある程度カバーすることができます。

このためには、働きたい高齢者の社会参加を促進するシステムづくりや女

性が、子育てのなかでも就業できるように、多様な働き方を選択できる就業

環境を整備していくことが必要です。

また、人口構造の変化に伴い、県内の産業構造も変化していくものと考え

られますが、そのような社会・経済情勢の変化や産業界のニーズに対応した

人材を育成していく必要があります。
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２　高齢化社会への対応

本県はもちろん、本県の全市町村が、既に高齢社会となっています。

県では、「青森県高齢社会対策大綱（平成11年策定）」に基づき、「就業・

所得」、「健康・福祉」、「学習・社会参加」、「生活環境」の４分野について方

向性を示し、施策を推進しています。また、「あおもり高齢者すこやか自立

プラン（平成15年策定）」に基づき、自立したすこやかな高齢者の増加を目

指して、各種施策を展開しています。さらに、「青森県福祉のまちづくり条

例（平成10年条例第46号）」を制定し、県、事業者及び県民が一体となった、

高齢者、障害者等に配慮した施設整備のみならず、「思いやりの心」の面に

も配慮した「福祉のまちづくり」を推進しているところです。これらの施策

を着実に実行し、高齢者等が自立し、安心して暮らせる環境や、豊かな経験

や知識を生かして地域社会で活躍できる仕組みを構築することが期待されま

す。

また、高齢者のみならず、県民一人ひとりが、住みなれた地域で、生涯に

わたり健康で安心した生活が送られるよう、保健・医療・福祉サービスを一

体的に提供する「包括ケアシステム」の構築を、行政、関係機関、民間等が

協力して推進していく必要があります。

３　人口構造の変化に対応した街づくり等

人口構造の変化に対応した街づくり

人口が減少するなかにあって、これまでのように、郊外発展型の街づく

りを継続していくことは、人口の分散を招くことになります。これまでと

同等の利便性を確保しながら地域社会を維持していくためには、行政コス

トをはじめ、経済的に効率の悪い地域となります。県内の、かつて「賑わ

い」のあった中心商店街も、空店舗が目立ちますが、これからの街づくり

は、できるだけ多くの人が、中心部に居住するなど、利便性とコストの軽

減を考えていく必要があります。

また、近年は、老後を便利な中心街で暮らしたいというライフスタイル

を志向する人も増えており、中高齢者のマンションの需要が高まっていま

す。このような高齢者の「まちなか居住」志向が増加していることは、高

（1）
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齢者等が暮らしやすい街づくりが、今後の商店街活性化の鍵になるものと

思われます。そのためには、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた

街づくりを進めることはもちろんですが、商店だけから成る商店街ではな

く、人々が集い、さまざまな活動を行うことができる公共施設等を配置し

た街づくりや、空店舗等を活用した若者の自己表現、自己実現の場の提供

等、特に、多世代の人々が、多様な能力を生かして、さまざまな活動を行

うことができる多世代ふれあい型の街を官民が協働して作っていく必要が

あります。

地域コミュニティの活性化

高齢者単身世帯や高齢夫婦世帯の増加や女性の社会進出等に伴う家庭の

子育て機能の低下等に対応していくためには、生活支援ネットワークを構

築していく必要があります。このネットワークについては、恒常的支援を

行っていくため同じ地域で生活する人々による相互支援を推進すること、

即ち、地域コミュニティが、その役割を担っていくことが期待されます。

また、地域における暮らしの質を高めていくためには、その地域の多様な

主体による協働や交流を図り、地域コミュニティによる地域活性化や、地

域の魅力である文化や環境の保全を推進していくことが必要です。

現在、県内各地で市町村合併に向けた積極的な取組みが進められていま

す。一般的に、合併に対する不安として、地域の歴史、文化、伝統などが

失われないか、周辺地域が取り残されないか、住民の意見が行政に反映さ

れにくくならないか、行政サービスが低下するのではないか等の声があり

ますが、これらの不安を解消していくためには、情報公開や公聴活動の充

実に努め、「市町村建設計画」に住民の声を反映していくことが必要であ

り、合併することによって、合併自治体の顔となる中心市街地の活性化や

各地の歴史・文化遺産の保全活用及び美観醸成による地域の活性度を高め

ていくことが期待されますが、その一方で、各地に築かれているコミュニ

ティが合併後も機能していかなければ、合併した結果、地域のまとまりが

薄れ、ひいては活力が失われる原因ともなります。そうならないよう、合

併後も、各地の地域コミュニティを保持し、強化していく必要があります

が、特に、地方分権時代において住民参加型の行政を推進していくために

は、地域コミュニティの強化への対応は不可欠といえます。また、合併す

（2）
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ることにより、行政区域が拡大し、その区域に入ってくる農山漁村部も広

くなります。このため、都市部と農山漁村部が密接に連携していかないと、

合併自治体の一体的かつ均衡ある発展が阻害される恐れがあります。都市

と農山漁村の交流については、グリーンツーリズム等を通じた交流が推進

されているところですが、地域に根ざした伝統芸能や歴史・文化、さらに

は特色ある産業を通じた交流等も含めて連携促進を図っていく必要があ

り、その際にも、地域コミュニティが重要な役割を果たしていくものと考

えられます。

なお、過疎化が進展する中で人口の分散が進展していく地域にあっては、

人口減少に伴う地域コミュニティの崩壊の懸念がありますが、過疎地域に

おいては、地域内の中心集落等への居住を推進し、一定の人口を確保して

いくことも必要と思われます。また、このような地域は、著しく高齢化が

進む地域でもあり、地域コミュニティの高齢者生活支援ネットワーク機能

の充実が求められます。

第３節　新たな時代を拓く人材の育成

人口減少による経済、社会環境の変化に対応し、豊かな社会生活を送ると

ともに十分な自己実現を図るため、また、地域の活性化を図るためには、

個々の住民の「感性と創造力」が求められます。

本県では、平成14年度から児童生徒一人ひとりに目の行き届いた教育を

実現するため、小学校1・2年生及び中学校1年生について33人学級編成と

する「あおもりっ子育みプラン21」を実施していますが、児童・生徒一人

ひとりの豊かな個性や創造性を育み、また、こころ豊かでたくましい児童・

生徒を育成するため、少人数教育による子どもたちの個性を重視した学校教

育を一層推進していく必要があります。また、平成14年度から学校週5日制

の導入等によるゆとり教育が実施されていますが、ゆとりの中で「感性と創

造力」を育成するという理念の下、地域の多様な教育プログラム（文化・ス

ポーツ、市民生活・社会参加、職業理解・職業体験に関するもの等）の充実

と子どもの参加促進を進め、地域での子どもの教育を推進していく必要があ

ります。次代を担う子どもの育成のためには、学校、家庭、地域が一体とな

って、連携した取組みを行っていくことが求められます。
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近年、人口構造の変化等に伴い社会が変革していく中にあって、従来の終

身雇用、年功序列体系は転換期を迎えています。今後、雇用の流動化等が進

展することが予測されますが、これに対応していくためには、社会人のキャ

リアアップのための再教育機会の提供や、起業を目指す人たちの支援が必要

となります。また、技術革新や国際化の進展に伴い高度な技術を習得した人

材の育成や技術者の再教育、国際情勢の変化への対応能力の向上等について

も求められており、高度な職業訓練を行う体制の整備が求められます。情報

化・国際化・高齢化・環境等、新たな時代に必要とされる人材を育成するシ

ステムを構築し、社会や個人のニーズに応じた、さまざまな能力開発の機会

を総合的に提供していくことが必要です。

また、青少年向けの地域コミュニティ活動等を通じたリーダーシップの育

成や地域コミュニティに対する理解の醸成は、人口減少社会に対応した新た

な時代の担い手を育成し、新たな社会を築いていくための鍵となるものと思

われます。
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おわりに

これまで、本県における人口減少の問題及びその対応について考えてきま

したが、我が国の人口減少が危惧されている中にあって、本県の人口減少は、

既に、進行しています。

今後、人口減少の進展に伴い、本県経済はマイナス成長に転ずる恐れがあ

り、また、税収の減少等による行政財政基盤の減退、地域コミュニティの弱

体化、次代を担う子どもの健全育成への影響等、経済、社会環境にさまざま

な影響を与えることが懸念されます。

本県の人口減少の主な原因は、出生率の低下による少子化及び若者の県外

流出です。これまでも、少子化等への対応のため、各種施策の推進が図られ

てきましたが、本県人口は減少を続けています。

若者の県外流出については、本県の人口減少の大きな原因となっています

が、近年、県内就職を希望しながら就職できない若者が増えています。若者

の働く場の確保に向けて、地域資源を生かした青森型産業の創出や既存産業

の構造改革を急ぐ必要があります。

しかし、我が国の人口も減少に転ずると見込まれている中にあっては、本

県の人口減少は、スピードの差はあっても、確実に進展していきます。この

ため、これまで実施されてきた各種施策について、その効果等を再点検し、

一層効果的な少子化、人口定住対策を講ずることはもちろんですが、人口減

少に対応した社会への変革を急ぐ必要があります。

本県が向かいつつある人口減少社会は、少子、高齢化社会でもあります。

このため、今後、労働力が不足することが懸念されますが、働きたい高齢者

や女性が、能力を十分発揮できる就業環境を整備していくことが必要です。

また、高齢化社会に対応するため、高齢者等が自立し、安心して暮らせる環

境づくりや、元気な高齢者が地域社会でいきいきと活躍できる仕組みを構築

する必要があります。さらに、人口構造の変化に対応した地域づくりも大き

な課題です。多世代の人々が、多様な能力を生かして、さまざまな活動を行

うことのできる「賑わい」のある街づくりが必要となってきますし、生活支

援ネットワーク等の役割を担う地域コミュニティの活性化も必要です。

また、人口減少による経済、社会環境の変化に対応していくためには、

個々の住民の「感性と創造力」が求められます。このような新たな時代を拓
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く人材を育成するためには、行政、関係団体、民間、県民がそれぞれの役割

を明確にし、連携した取組みを行っていくことが求められます。

人口減少社会は、成熟社会ともいえます。従来の、経済的・物質的な豊か

さを重視し、成長・拡大を追い求める社会とは違う価値観が生まれてきてい

ます。成長・拡大社会を維持するために走り続けてきた人達が高齢化してい

くに従い、大量生産・大量消費社会に疑問を持ちはじめています。新たな価

値観として、最近、注目されている「スローライフ」や「シンプルライフ」

は、その延長線上にあると思われます。

こうした人口減少社会における新しい流れの中で、これにいかに対応して

いくかを考えることを通じて、ふるさと青森県を見つめなおし、新たな価値

観のもと、県民一人ひとりが、青森県ならではの豊かさを実感しながら、い

きいきと充実した生活を楽しむことができる「青森型ライフスタイル」を確

立し、元気で安心して生涯を暮らせる自主自立の青森県づくりを進めていく

ことが重要なのではないでしょうか。
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